
意見募集の結果について 

 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

（案）に対する御意見について 

 

１． 意見募集の結果 

 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する

政令（案）の内容について、令和２年２月 26 日から令和２年３月 12 日まで

の間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、意見の提出はありません

でした。なお、その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断

されるものが４件ありました。 

 

 

２． 政令等の公布 

 

消防庁では、意見募集の結果等を踏まえ、非常勤消防団員等に係る損害補

償の基準を定める政令の一部を改正する政令（令和２年政令第 69 号）を令

和２年３月 27 日に公布しました。 

 

今後とも、国民の安全・安心を守る消防行政を展開してまいりますので、引

き続き、消防行政にご理解を賜るようお願いします。 

 

３． 本件問い合わせ先 

 

消防庁地域防災室 （担当：岩熊） 

TEL 03-5253-7561（直通） 

FAX 03-5253-7576 



 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 

総 務 省 消 防 庁 

 
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（概要） 

 
 
１. 趣旨 

  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 51号）によ 

り、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25年法律第 95号）別表第４イ公安職俸給 

表（一）が改定されることに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め 

る政令（昭和 31年政令第 335号。以下「令」という。）で定める非常勤消防団員等 

及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について、所要の改正を行う。 

 また、民法の一部を改正する法律（平成 29年法律第 44号）により法定利率が改定 

されることに伴い、障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金 

等の支給停止期間等の算定に用いる利率について、所要の改正を行う。 

 

２. 改正の概要 

（１）補償基礎額の改定 

① 令第２条第２項第１号、別表関係 

（単位：円） 

備考：（ ）内書は現行の補償基礎額である。 

 

 ② 令第２条第２項第２号関係 

  消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を 8,800 円から 8,900 円に引き上げる。 

 

（２）法定利率の改正 

  障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間

等の算定に用いる利率を「百分の五」から「事故発生日における法定利率」に改める。 

  

３. 施行期日等 

  公 布 日：令和２年３月 27日 

  施 行 日：令和２年４月１日 

  適用期日：改正後の令第２条第２項第２号及び別表の規定は、令和２年４月１日以後

に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償及び同日前に支給すべ

き事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金等について適用する。 

 

 

階 級 勤 務 年 数 

10 年未満 10 年以上 20年未満 20 年以上 

団長及び副団長 12,440（12,400） 13,320（13,300） 14,200（14,200） 

分団長及び副分団長 10,670（10,600） 11,550（11,500） 12,440（12,400） 

部長、班長及び団員 8,900（8,800） 9,790（9,700） 10,670（10,600） 
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項
第
一
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中
「
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に
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「
日
（
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事
故
発
生
日
」
と
い
う
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に
」
に
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め
、
同
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第
二
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中
「
八
千

八
百
円
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を
「
八
千
九
百
円
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に
改
め
、
同
条
第
三
項
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死
亡
若
し
く
は
負
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の
原
因
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あ
る
事
故
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発
生
し
た
日
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診

断
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よ
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死
亡
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あ
る
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の
発
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が
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。



別
表
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一
二
、
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を
「
一
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、
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○
○
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、
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「
一
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○

○
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を
「
一
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、
六
七
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、
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一
一
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五
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○
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を
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一
一
、
五
五
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」
に
、
「
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、
八
○
○
」
を
「
八
、
九
○
○
」
に

、
「
九
、
七
○
○
」
を
「
九
、
七
九
○
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中
「
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
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が
発
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し
た
日
又
は
診
断
に
よ
つ
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死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
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の
発
生
が
確
定
し
た
日
若
し
く
は
診
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に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定

し
た
日
」
を
「
事
故
発
生
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
第
二
条
第
二
項
及
び
別
表
の

規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定

め
る
政
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
損
害
補
償
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
損
害
補
償
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
日
前
に

支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
以
後
の
期
間
に
係
る
同
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
傷
病
補
償
年
金
、
同
条
第
四
号
イ



に
規
定
す
る
障
害
補
償
年
金
及
び
同
条
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
遺
族
補
償
年
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
傷
病
補
償
年
金

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
損
害
補
償
（
傷
病
補
償
年
金
等
を
除
く
。
）

及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
前
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。



非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

◎

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
補
償
基
礎
額
）

（
補
償
基
礎
額
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

前
条
に
規
定
す
る
損
害
補
償
（
以
下
「
損
害
補
償
」
と
い
う
。
）
は
、

療
養
補
償
及
び
介
護
補
償
を
除
き
、
補
償
基
礎
額
を
基
礎
と
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

２

前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷

一

非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷

し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に

し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に

よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
死
亡
若
し
く

よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
死
亡
若
し
く

は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
り
死
亡
の
原
因

は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
り
死
亡
の
原
因

で
あ
る
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
若
し
く
は
診
断
に
よ
り
疾
病
の
発
生
が

で
あ
る
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
若
し
く
は
診
断
に
よ
り
疾
病
の
発
生
が

確
定
し
た
日
（
以
下
「
事
故
発
生
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
非
常
勤

確
定
し
た
日
に
お
い
て
当
該
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
属

消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
属
し
て
い
た
階
級
及
び
当
該
階
級
に
任

し
て
い
た
階
級
及
び
当
該
階
級
に
任
命
さ
れ
た
日
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ら
の
勤
務
年
数
に
応
じ

命
さ
れ
た
日
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ら
の
勤
務
年
数
に
応
じ
て
別
表
に
定
め
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額
と
す
る
。

て
別
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。

二

消
防
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法

二

消
防
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法

第
三
十
六
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二

第
三
十
六
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二

十
九
条
第
五
項
（
同
法
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
第
八
項
に
お
い
て

十
九
条
第
五
項
（
同
法
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
第
八
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
消
防
作
業
に
従
事
し
た
者
（
以

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
消
防
作
業
に
従
事
し
た
者
（
以

下
「
消
防
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の

下
「
消
防
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
（
以
下
「
救
急
業
務
協
力
者
」
と
い

規
定
に
よ
り
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
（
以
下
「
救
急
業
務
協
力
者
」
と
い

う
。
）
又
は
水
防
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
（
以

う
。
）
又
は
水
防
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
（
以



下
「
水
防
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
消
防
作
業
若
し
く
は
水
防
（
以
下
「
消

下
「
水
防
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
消
防
作
業
若
し
く
は
水
防
（
以
下
「
消

防
作
業
等
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ

防
作
業
等
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ

と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業

と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業

等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く

等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く

は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
八

は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
八

千
九
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入

千
八
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入

の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
万
四
千
二
百
円

の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
万
四
千
二
百
円

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
若
し
く
は
非

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
若
し
く
は
非

常
勤
水
防
団
員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従

常
勤
水
防
団
員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従

事
者
（
以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
事
故
発
生
日
に
お
い
て

事
者
（
以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の

、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
扶
養
を
受
け
て

原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
り
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病

い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
つ
い

の
発
生
が
確
定
し
た
日
若
し
く
は
診
断
に
よ
り
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に

て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で

お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
扶
養
を

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
二
百
十
七
円
を

受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
非
常
勤
消
防
団
員
等

、
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
三
百
三
十
三
円
を

に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
六

、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
二
百
十

七
円
を
、
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
三
百
三
十

三
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
も
の
と

す
る
。

一
～
六

（
略
）

一

配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者
を
含
む
。
）

二

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る

子
三

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る



孫
四

六
十
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

五

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る

弟
妹

六

重
度
心
身
障
害
者

４

（
略
）

４

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か

ら
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
子
が
い
る
非
常
勤
消
防
団

員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
六
十
七
円
に
特
定
期
間

に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る

額
に
加
算
し
た
額
を
も
つ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）

第
一
条
の
三

当
分
の
間
、
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
申
し

第
一
条
の
三

当
分
の
間
、
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
申
し

出
た
と
き
は
、
損
害
補
償
と
し
て
、
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
る

出
た
と
き
は
、
損
害
補
償
と
し
て
、
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２

前
項
の
申
出
は
、
障
害
補
償
年
金
の
最
初
の
支
給
に
先
立
つ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
障
害
補
償
年
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
も
、
当
該
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
申
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

。
３

第
一
項
の
申
出
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
き
二
回
以
上
行
う
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
と
す
る
。

４

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
前
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る



当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
に
つ
い
て

第
六
条
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
加
重
前
の
障
害
等

級
に
応
じ
前
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
第
十
一
条
の
二

に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
に
規
定
す

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。
）
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
障
害
補
償
年
金
前
払
一

時
金
の
限
度
額
」
と
い
う
。
）
又
は
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
の

範
囲
内
で
補
償
基
礎
額
の
千
二
百
倍
、
千
倍
、
八
百
倍
、
六
百
倍
、
四
百
倍
若

し
く
は
二
百
倍
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
障
害
補
償
年
金

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
申

出
が
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
障
害
補

償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の

限
度
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該

障
害
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
補

償
基
礎
額
の
千
二
百
倍
、
千
倍
、
八
百
倍
、
六
百
倍
、
四
百
倍
又
は
二
百
倍
に

相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が

選
択
し
た
額
と
す
る
。

５

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
障
害
補
償
年

５

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
障
害
補
償
年

金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ

金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ

き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
第
一
項
の
申
出
が
第
二
項
た
だ
し

き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
第
一
項
の
申
出
が
第
二
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す

書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払

る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払

一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の
最
初
の
障
害
補

償
年
金
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
月
以
前
の
各
月
（
第
一
項
の
申



出
が
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出

が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
に
限
る
。
）
に
支
給
さ
れ
る

べ
き
障
害
補
償
年
金
の
額

二

当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の
最
初
の
障
害
補

二

当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の
最
初
の
障
害
補

償
年
金
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
月
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ

償
年
金
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
月
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ

き
障
害
補
償
年
金
の
額
を
、
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
支
給

き
障
害
補
償
年
金
の
額
を
、
百
分
の
五
に
当
該
支
給
期
月
以
後
の
経
過
年
数

期
月
以
後
の
経
過
年
数
（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
で
除
し
て

数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額

得
た
額

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
に
係
る

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
に
係
る

障
害
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
給
期
月

障
害
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
給
期
月

か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時

か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時

金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
補
償
年

金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
補
償
年

金
の
額
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
る
期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る

金
の
額
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
る
期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る

合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
」
と
い
う

合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
」
と
い
う

。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
る
場

。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
る
場

合
に
あ
つ
て
は
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
全
額
停
止
期
間
に

合
に
あ
つ
て
は
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
全
額
停
止
期
間
に

係
る
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
終

係
る
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
百
分
の
五
に
当
該
終
了
す
る
月
の
前
項
に
規

了
す
る
月
の
前
項
に
規
定
す
る
経
過
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数

定
す
る
経
過
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、

を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該

そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
か

障
害
補
償
年
金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

（
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）

（
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）

第
二
条

当
分
の
間
、
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
申
し
出

第
二
条

当
分
の
間
、
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
申
し
出

た
と
き
は
、
損
害
補
償
と
し
て
、
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
る
も

た
と
き
は
、
損
害
補
償
と
し
て
、
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。



２
～
６

（
略
）

２

前
項
の
申
出
は
、
遺
族
補
償
年
金
の
最
初
の
支
給
に
先
立
つ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
も
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
申
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

。
３

第
一
項
の
申
出
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
き
二
回
以
上
行
う
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
と
す
る
。

４

遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
補
償
基
礎
額
の
千
倍
、
八
百
倍
、
六

百
倍
、
四
百
倍
又
は
二
百
倍
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
遺
族
補
償
年
金
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
申
出

が
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
補
償
基
礎
額
の

千
倍
に
相
当
す
る
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間

に
係
る
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
、
補
償
基
礎
額
の
八
百
倍
、
六
百
倍
、
四
百
倍
又
は
二
百
倍
に
相
当
す
る
額

の
う
ち
か
ら
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
選
択
し
た
額
と

す
る
。

５

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は

、
第
一
項
の
申
出
及
び
前
項
の
選
択
は
、
こ
れ
ら
の
遺
族
が
そ
の
う
ち
一
人
を

代
表
者
に
選
任
し
、
そ
の
代
表
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

６

遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
二
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
額
を
そ
の
人
数
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

７

遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
遺
族
補
償
年

７

遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
遺
族
補
償
年

金
前
払
一
時
金
の
支
給
の
原
因
た
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死
亡
に
係
る
遺
族

金
前
払
一
時
金
の
支
給
の
原
因
た
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死
亡
に
係
る
遺
族

補
償
年
金
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す

補
償
年
金
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す

る
月
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
月
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き



る
こ
と
と
さ
れ
た
遺
族
で
あ
つ
て
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
遺
族
で
あ
つ
て
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
遺
族
補
償
年
金
受
給

る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
遺
族
補
償
年
金
受
給

権
者
」
と
い
う
。
）
が
第
一
項
の
申
出
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者

権
者
」
と
い
う
。
）
が
第
一
項
の
申
出
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者

が
当
該
遺
族
補
償
年
金
に
係
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死
亡
の
時
期
に
応
じ
次

が
当
該
遺
族
補
償
年
金
に
係
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死
亡
の
時
期
に
応
じ
次

条
第
二
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
停
止

条
第
二
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
停
止

解
除
年
齢
」
と
い
う
。
）
に
達
す
る
月
）
の
翌
月
（
第
一
項
の
申
出
が
第
二
項

解
除
年
齢
」
と
い
う
。
）
に
達
す
る
月
）
の
翌
月
（
第
一
項
の
申
出
が
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
当
該
遺
族
補
償
年

の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
当
該
遺
族
補
償
年

金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
も
の
と
す

金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の
最
初
の
遺
族
補

償
年
金
の
支
給
期
月
（
特
例
遺
族
補
償
年
金
受
給
権
者
が
支
給
停
止
解
除
年

齢
に
達
す
る
前
に
第
一
項
の
申
出
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
例

遺
族
補
償
年
金
受
給
権
者
に
つ
い
て
次
条
第
四
項
本
文
の
規
定
の
適
用
が
な

い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ

れ
た
月
後
の
最
初
の
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
期
月
に
当
た
る
月
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
月
以
前
の
各

月
（
第
一
項
の
申
出
が
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
に
限
る
。

）
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
遺
族
補
償
年
金
の
額

二

当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の
最
初
の
遺
族
補

二

当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の
最
初
の
遺
族
補

償
年
金
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
月
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ

償
年
金
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
月
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ

き
遺
族
補
償
年
金
の
額
を
、
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
支
給

き
遺
族
補
償
年
金
の
額
を
、
百
分
の
五
に
当
該
支
給
期
月
以
後
の
経
過
年
数

期
月
以
後
の
経
過
年
数
（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
で
除
し
て

数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額

得
た
額



８

前
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
に
係
る

８

前
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
に
係
る

遺
族
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
給
期
月

遺
族
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
給
期
月

か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時

か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時

金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
遺
族
補
償
年

金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
遺
族
補
償
年

金
の
額
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
る
期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る

金
の
額
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
る
期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る

合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
」
と
い
う

合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
」
と
い
う

。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
る
場

。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
る
場

合
に
あ
つ
て
は
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
全
額
停
止
期
間
に

合
に
あ
つ
て
は
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
全
額
停
止
期
間
に

係
る
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
終

係
る
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
百
分
の
五
に
当
該
終
了
す
る
月
の
前
項
に
規

了
す
る
月
の
前
項
に
規
定
す
る
経
過
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数

定
す
る
経
過
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、

を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該

そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
額
か

遺
族
補
償
年
金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

９

（
略
）

９

遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
九
条
の
二
、

第
九
条
の
三
又
は
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
二
第
二

号
及
び
第
九
条
の
三
第
一
項
中
「
遺
族
補
償
年
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族

補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
」
と
、
第
十
五
条
第
一
項
中

「
遺
族
補
償
年
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族

補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該

遺
族
補
償
年
金
又
は
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
遺
族
補
償
年
金

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
遺
族
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
補
償
年
金
又

は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
」
と
す
る
。

別
表

補
償
基
礎
額
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表

補
償
基
礎
額
（
第
二
条
関
係
）

勤

務

年

数

勤

務

年

数

階

級

十

年

未

満

十

年

以

上

二

十

年

以

上

階

級

十

年

未

満

十

年

以

上

二

十

年

以

上

二

十

年

未

満

二

十

年

未

満



団
長
及
び
副
団

円

円

円

団
長
及
び
副
団

円

円

円

長

一
二
、
四
四
○

一
三
、
三
二
○

一
四
、
二
○
○

長

一
二
、
四
○
○

一
三
、
三
○
○

一
四
、
二
○
○

分
団
長
及
び
副

一
○
、
六
七
○

一
一
、
五
五
○

一
二
、
四
四
○

分
団
長
及
び
副

一
○
、
六
○
○

一
一
、
五
○
○

一
二
、
四
○
○

分
団
長

分
団
長

部
長
、
班
長
及

八
、
九
○
○

九
、
七
九
○

一
○
、
六
七
○

部
長
、
班
長
及

八
、
八
○
○

九
、
七
○
○

一
○
、
六
○
○

び
団
員

び
団
員

備
考

備
考

一

事
故
発
生
日
に
、
当
該
事
故
又
は
疾
病
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
特
に
上

一

死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ

位
の
階
級
に
任
命
さ
れ
た
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
の
階
級

つ
て
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
若
し
く
は
診
断
に
よ

は
、
当
該
事
故
又
は
疾
病
が
発
生
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し

つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
、
当
該
事
故
又
は
疾
病
が
発
生
し
た
こ

て
い
た
階
級
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

と
に
よ
り
特
に
上
位
の
階
級
に
任
命
さ
れ
た
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤

水
防
団
員
の
階
級
は
、
当
該
事
故
又
は
疾
病
が
発
生
し
た
日
の
前
日
に
お
い

て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
階
級
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二

一
の
階
級
に
お
け
る
勤
務
年
数
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階

二

一
の
階
級
に
お
け
る
勤
務
年
数
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階

級
に
任
命
さ
れ
た
日
以
後
の
期
間
と
当
該
階
級
に
任
命
さ
れ
た
日
前
に
お
け

級
に
任
命
さ
れ
た
日
以
後
の
期
間
と
当
該
階
級
に
任
命
さ
れ
た
日
前
に
お
け

る
当
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